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実証事業における指導員報酬について 

 

１．報酬単価（１時間当たり） 

 

〇現在の教職員の休日部活動指導手当（第１回検討協議会時提示済報酬額）     ９００円 

  

〇道内の部活動の地域移行実証事業 指導員報酬金額の状況   １，０１０円～１，６００円 

※ 池田町 １，０１０円 （北海道の最低賃金（Ｒ６.１０.１～１，０１０円 ９月までは９６０円）） 

※ 安平町 １，１４８円  登別市 １，２４０円 

（その市町における会計年度任用職員（パートタイム）の単価を準用） 

※ 北海道（ほっかいどう部活動・地域クラブ活動サポーターバンク登録指導員報酬）・ 

小樽市・千歳市・苫小牧市  いずれも １，６００円 

（１，６００円は国の部活動の外部指導者に係る支払い限度額） 

 

◎砂川市の部活動の地域移行実証事業における指導員の報酬額について 

   〇先行事例を踏まえて、１時間当たり１，６００円を報酬額とする。 

 

 

 

                          

 

 

資料１ 


